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政
府
が
推
進
し
て
い
る「
働
き
方
改
革
」。
そ
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、「
時
間
外
労
働
の
上

限
規
制
の
導
入
」
「
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得
」
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」の
３
つ
で
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
概
要
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
労
働
基
準
監
督

署
監
修
の
も
と
ご
紹
介
し
ま
す
。

来
年
４
月
１
日
か
ら
、中
小
企
業
も

「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」の
対
象
に

働
き
方
改
革
で
大
き
く
変
わ
っ
た

時
間
外
労
働
・

休
日
労
働

　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
は
、
大
企
業
は
今

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
中
小
企
業

は
、
来
年
（
令
和
２
年
）
４
月
１
日
か
ら
と
な
り

ま
す
。

　

規
制
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
す
。

◎
時
間
外
労
働
の
上
限
は
月
45
時
間
、
年

３
６
０
時
間
を
原
則
と
す
る

◎
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
、
年
７
２
０

時
間
、
単
月
１
０
０
時
間
未
満
（
休
日
労
働

を
含
み
ま
す
）、
複
数
月
平
均
80
時
間
（
同
）

を
上
限
と
す
る

　

こ
の
規
制
は
、
所
定
外
労
働
時
間
（
就
業
規

則
に
よ
る
労
働
時
間
を
超
過
し
た
時
間
）
で
は
な

く
法
定
外
労
働
時
間
（
労
働
基
準
法
で
定
め
ら

れ
た
労
働
時
間
を
超
え
た
時
間
）
が
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

建
設
業
な
ど
い
く
つ
か
の
業
種
で
は
令
和
６

（
２
０
２
４
）
年
３
月
31
日
ま
で
猶
予
さ
れ
ま
す
。

ま
た
新
技
術
・
新
商
品
等
の
研
究
開
発
業
務
に
つ

い
て
は
、
上
限
規
制
の
適
用
が
除
外
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
１
週
間
当
た
り
40
時
間
を
超
え
て
労
働

し
た
時
間
が
単
月
で
１
０
０
時
間
を
超
え
た
労
働

者
に
対
し
て
は
、
医
師
の
面
接
指
導
が
罰
則
付
き

で
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
36
協
定
」
と
は
何
か

　

で
は
、
内
容
を
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

最
初
に
「
36
（
さ
ぶ
ろ
く
）
協
定
」
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

　

労
働
時
間
は
労
働
基
準
法
で
上
限
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
延
長
す
る
た
め
に
は
、
労

使
の
合
意
に
基
づ
く
所
定
の
手
続
き
が
不
可
欠
で

す
。

　

法
律
で
は
１
日
８
時
間
お
よ
び
１
週
40
時
間
を

労
働
時
間
の
限
度
と
定
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
休

日
も
、毎
週
少
な
く
と
も
１
回
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
超
え
て
時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
さ
せ

る
た
め
に
は
「
36
協
定
の
締
結
・
届
出
」
が
必
要

で
す
。

　
「
36
協
定
」
は
、
正
式
に
は
「
時
間
外
・
休
日

労
働
に
関
す
る
協
定
届
」
と
言
い
ま
す
。
労
働

基
準
法
第
36
条
に
は
、
使
用
者
は
労
働
者
の
過

半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
（
無
い
場
合
は
、
過

半
数
の
労
働
者
の
代
表
）
と
書
面
で
協
定
を
結
ぶ

こ
と
で
、
労
働
時
間
を
延
長
し
、
ま
た
は
休
日
に

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
協
定
が
「
36
協
定
」
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
社
員
１
人
の
会
社
で
も
、
協
定
の

届
け
は
必
要
で
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

家
族
経
営
の
会
社
で
も
、誰
か
が
社
員
で
あ
れ
ば
、

協
定
の
届
け
を
出
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
正
社
員
だ
け
で
は
な
く
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
も
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
派
遣
社
員
に
関
し
て
は
、
派
遣
元
の
企
業
に

籍
を
置
い
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
ち
ら
で
の
協
定
と

な
り
ま
す
。

新
た
に
罰
則
規
定
も
強
化

　

続
い
て
、
上
限
規
制
の
具
体
的
な
内
容
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

時
間
外
労
働
の
上
限
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
厚
生

労
働
大
臣
の
告
示
で
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
し
こ
の
上
限
に
は
、
罰
則
に
よ
る
強
制

力
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間

外
労
働
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
例

え
ば
ク
リ
ス
マ
ス
セ
ー
ル
な
ど
年
数
回
の
繁
忙
期

や
、
年
度
末
に
合
わ
せ
た
受
注
増
な
ど
）
の
で
あ

れ
ば
、
特
別
条
項
付
き
36
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
で
、
限
度
時
間
以
上
の
上
限
の
な
い
時
間
外
労

働
が
可
能
で
し
た
（
年
６
カ
月
ま
で
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
法
律
で
は
、
時
間
外
労

働
の
上
限
が
罰
則
付
き
で
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
臨
時
的
な
特
別
な
事
情
が
あ
っ
て
も
上
回
る

こ
と
の
で
き
な
い
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

新
旧
の
違
い
を
図
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
（
図

１
）。
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

時
間
外
労
働
の
上
限
は
原
則
と
し
て
月
45
時

間
、
年
３
６
０
時
間
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
臨
時

的
な
特
別
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
超
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

臨
時
的
な
特
別
な
事
情
に
対
応
す
る
た
め
36

協
定
に
特
別
条
項
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
次
の
条
件
が
定
め
ら
れ

ま
し
た
。

法
定
外
労
働

改正前 改正後

改正後

法定労働

80時間

45

80

95 95

65 65
50

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12（カ月）

0

（時間）

法律による上限（特別条項／年6カ月まで）
●単月100時間未満※　●年720時間※

●複数月平均80時間※

月45時間
年360時間

大臣告示
による上限
（行政指導）

月45時間
年360時間

法律
による上限
（原則）

※休日労働を含む

100
時間

0

法定労働時間
1日8時間  週40時間

法定労働時間
1日8時間  週40時間

45
時間

図1／時間外労働の上限規制の概要

特集1

時間外労働の
上限規制

特集1／時間外労働の上限規制



働き方改革セミナー〈時間外労働の上限規制編〉

【日　時】	 10月17日（木）	
	 ◎セミナー　	14:00 ～ 15:30
	 ◎個別相談		15:30 ～ 16:00
【会　場】	当所　大会議室
【講　師】	働き方改革アドバイザー
【内　容】	働き方改革の概要、労働時間制度の仕組み、
	 時間外労働（残業）をさせるには
【受講料】	無料

本号
折り込み
チラシを
チェック！

5 September  2019 4

◎
時
間
外
労
働
は
年
７
２
０
時
間
以
内

◎
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
が
単
月

１
０
０
時
間
未
満

◎
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
に
つ
い
て

「
２
カ
月
平
均
」
「
３
カ
月
平
均
」
「
４
カ
月

平
均
」
「
５
カ
月
平
均
」
「
６
カ
月
平
均
」

が
す
べ
て
１
カ
月
あ
た
り
80
時
間
以
内

◎
時
間
外
労
働
が
月
45
時
間
を
超
え
ら
れ
る
の

は
年
６
カ
月
が
限
度

　

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
上
限
な
し
」

は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
罰
則
も
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

定
め
に
違
反
し
た
場
合
、
６
カ
月
以
下
の
懲
役
ま

た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
具
体
例
と
し
て
は
、

◎
36
協
定
を
締
結
せ
ず
に
時
間
外
労
働
を
さ
せ

た
場
合
や
、
協
定
で
定
め
た
時
間
を
超
え
て

時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
場
合

◎
時
間
外
労
働
が
月
45
時
間
を
超
え
た
回
数

が
、
年
度
で
７
回
以
上
に
な
っ
た
場
合

◎
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
時
間
が
、

単
月
１
０
０
時
間
と
な
っ
た
場
合
や
２
〜
６
カ

月
の
平
均
の
い
ず
れ
か
が
80
時
間
を
超
え
た

場
合
な
ど
で
す
。

労
働
安
全
衛
生
法
も
改
正

　

労
働
と
健
康
は
不
可
分
で
す
。
健
康
を
維
持

す
る
か
ら
こ
そ
、
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

働
き
方
改
革
で
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
の
観

点
か
ら
、
労
働
時
間
の
適
切
な
把
握
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
労
働
安
全
衛
生
法
も
改
正
さ
れ
、

本
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち

ら
は
中
小
企
業
に
も
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
長
時
間
労
働
者
に
対
す
る
医
師
の

面
接
指
導
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
、
そ
の
た
め
に
労
働
時
間
の
状
況
を
的
確
に
把

握
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
対
象

と
な
る
労
働
者
の
要
件
が
「
時
間
外
・
休
日
労
働

時
間
が
１
カ
月
当
た
り
80
時
間
を
超
え
、
か
つ
疲

労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
対
象
外
だ
っ
た
管
理
監
督

者
や
み
な
し
労
働
時
間
制
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者

に
つい
て
も
、
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

実
は
、
今
回
の
労
働
基
準
法
の
改
正
に
よ
る
上

限
規
制
に
は
、
管
理
監
督
者
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら一般
労
働
者
の
時
間
外
労
働
が
減
っ

た
分
を
管
理
職
が
肩
代
わ
り
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
管
理
職
も
無
制
限
で
は
な

く
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
っ
て
規
制
が
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
は
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド

に
よ
る
記
録
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
使
用
時
間
の
記
録

な
ど
、客
観
的
な
方
法
や
使
用
者
に
よ
る
現
認（
直

接
始
業
時
刻
や
終
業
時
刻
を
確
認
す
る
こ
と
）

が
原
則
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
法
を
と
る

こ
と
が
で
き
ず
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
適

正
な
申
告
を
阻
害
し
な
い
な
ど
の
適
切
な
措
置
を

講
じ
た
上
で
、
自
己
申
告
に
よ
る
こ
と
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
自
己
申
告
は
あ
く
ま
で
例
外
で
す
か

ら
、
現
実
に
行
う
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
厳
し
い

条
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

建
築
業
で
は
、
現
場
へ
の
直
行
直
帰
は
珍
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
営
業
ス
タ
ッ
フ
も
同
様
で

し
ょ
う
。
そ
の
場
合
で
も
、
社
内
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ

イ
ン
ロ
グ
ア
ウ
ト
す
る
な
ど
自
己
申
告
以
外
の
方

法
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

労
働
時
間
の
状
況
の
記
録
を
作
成
し
、
３
年
間

保
存
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
責
任
者

を
決
め
て
し
っ
か
り
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

	

対
応
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
駆
け
足

で
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
を
２
つ
の
表
で
再
度
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
36
協
定
を
定
め
る
際
の
指

針
を
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
９
月
に
告
示
し
て

い
ま
す
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
触
れ
て
き
た
こ
と
が
大
半
で
す
の
で
、

内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
う
ち
、
ポ
イ
ン
ト
３
は
少
し
わ
か
り
に
く
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
工
場
で
、
各
製
造
工

程
ご
と
に
独
立
し
て
労
働
時
間
管
理
を
行
っ
て
い

る
場
合
に
は
、
全
体
を
「
製
造
業
務
」
と
す
る
の

で
は
な
く
、
工
程
ご
と
に
細
分
化
す
る
よ
う
定
め

て
い
ま
す
。

　

ま
た
ポ
イ
ン
ト
７
は
、
具
体
的
に
は
「
医
師
に

よ
る
面
接
指
導
」「
深
夜
業
（
22
時
〜
５
時
）
の

回
数
制
限
」「
終
業
か
ら
始
業
ま
で
の
休
息
時
間

の
確
保
」
な
ど
9
項
目
の
い
ず
れ
か
を
、
36
協
定

に
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
表
２
は
企
業
が
上
限
規
制
へ
対
応
す
る

際
に
気
を
つ
け
る
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
上
限
規

制
を
遵
守
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト

を
守
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

４
と
５
は
、
今
回
の
法
改
正
で
初
め
て
導
入
さ

れ
る
規
制
で
す
。
こ
れ
ま
で
時
間
外
労
働
と
休
日

労
働
は
別
々
に
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は

「
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
を
合
計
す
る
」
と
い

う
管
理
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
実
際
の
労
働
時
間
管
理
は
、
ど
の
よ
う

な
流
れ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

❶
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
に
つ
い
て
、
36
協

定
を
締
結
し
ま
す
。

❷ 

毎
月
の
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
の
時
間
数

と
、
そ
の
合
計
を
把
握
し
ま
す
。

❸ 

年
間
（
＝
36
協
定
の
対
象
期
間
）
に
お
け
る

◎ 

時
間
外
労
働
が
月
45
時
間
を
超
え
た
回
数

（
特
別
条
項
の
回
数
）

◎ 

時
間
外
労
働
の
累
積
時
間
数

　

 

を
把
握
し
ま
す
。

❹ 

毎
月
の
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
時

間
数
に
つ
い
て
、
２
〜
６
カ
月
の
平
均
時
間

数
を
把
握
し
ま
す
。

❺ 

❶
か
ら
❹
で
把
握
し
た
前
月
ま
で
の
実
績
を

も
と
に
、
当
月
に
お
け
る
時
間
外
労
働
時
間

数
と
休
日
労
働
時
間
数
の
最
大
可
能
時
間
数

を
把
握
し
ま
す
。

　
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
文
字
で
書
く
と
ず
い
ぶ

ん
手
間
が
か
か
る
印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に

や
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
大
変
な
作
業
で
は
な
い

企
業
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
中
小
企
業

は
来
年
４
月
１
日
か
ら
上
限
規
制
の
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
今
の
う
ち
か
ら
準
備
を
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

※　
　

※　
　

※

　

働
き
方
改
革
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、

そ
の
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
多
忙
な
経
営
者

や
経
営
幹
部
に
は
、
難
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
当
所
で
は
、
本
号
に
折
り
込
ん
だ
「
働
き

方
改
革
セ
ミ
ナ
ー
〔
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

編
〕」
の
開
催
や
働
き
改
革
相
談
窓
口
（
本
号

14
P
参
照
）
の
設
置
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
で

支
援
を
行
な
って
い
ま
す
。

　

ま
た
栃
木
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署
で
は

「
労
働
時
間
相
談
・
支
援
コ
ー
ナ
ー
」
を
労
働
基

準
監
督
署
内
に
設
置
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。
個
別
訪
問
に
よ
る
説
明
や
資
料
配

布
も
行
な
って
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※
参
考
資
料
：

			

日
本
商
工
会
議
所
『
働
き
方
改
革
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
』（
２
０
１
９
）

問合せ

地域振興部
☎028-637-3131

宇都宮労働基準監督署
☎028-633-4251

特集1／時間外労働の上限規制

時間外労働および休日労働について留意すべき事項に関する指針 

時間外労働の上限規制への対応チェックポイント

1

2

3

4

5

Check
Point

「１日」「１ヵ月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定
めた時間を超えないこと。
◎36 協定で定めた「１日」の時間外労働の限度を超えないよう
日々注意してください。

◎日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で
定めた「１ヵ月」「１年」の時間外労働の限度を超えないよう注意
してください。

月の時間外労働と休日労働の合計について、２～６カ月のどの平
均をとっても、１ヵ月当たり80時間を超えないこと。

月の時間外労働と休日の合計が、単月１００時間以上にならないこと。

特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）が、36
協定で定めた回数を超えないこと。
◎月の時間外労働が限度時間を超えた回数（＝特別条項の回数）
の年間の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えない
よう注意してください。

休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。



時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
（指針第２条）

使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮
義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連
性が強まることに留意する必要があります。（指針第３条）

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務
の範囲を明確にしてください。（指針第４条）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年３６
０時間）を超えることはできません。限度時間を超えて労働させ
る必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりませ
ん。この場合にも、時間外労働は限度時間にできる限り近づける
ように努めてください。（指針第５条）

１カ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安
時間を超えないように努めてください。（指針第６条）
※目安時間　１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

休日労働の日数および時間数をできる限り少なくするように
努めてください。（指針第７条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保し
てください。（指針第８条）

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務につい
ても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めて
ください。（指針第９条、附則第３項）
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